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合併に係る事前開示書類 

（存続会社：会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 191条に基づく事前備置書面） 

（消滅会社：会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 182条に基づく事前備置書面） 

 

 

大阪市淀川区宮原一丁目６番１号  

株式会社イーエムシステムズ 

代表取締役 國光 宏昌 

 

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 

  コスモシステムズ株式会社 

  代表取締役 大石 憲司 

      

 

株式会社イーエムシステムズ（以下、「吸収合併存続会社」といいます。）は、2021 年２月 10日付

けでコスモシステムズ株式会社（以下、「吸収合併消滅会社」といいます。）との間で締結した吸収合

併契約に基づき、2021年４月１日を効力発生日として、吸収合併（以下、「本吸収合併」といいます。）

を行うこととしました。 

本吸収合併に関し、会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条並びに会社法第 782条第

１項および会社法施行規則第 182条に定める事項は下記のとおりです。 

 

１． 吸収合併契約の内容 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 

   完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．計算書類等に関する事項 

（１）吸収合併存続会社 

①最終事業年度に係る計算書類等の内容  

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を近畿財務局に提出しています。最

終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書

類に関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

②最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書

類等の内容 

該当事項はありません。 

③最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はありません。  
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（２）吸収合併消滅会社 

   ①最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

  ②最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書

類等の内容 

該当事項はありません。 

③最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はありません。 

 

５．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本吸収合併効力発生後の吸収合併存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込

まれます。また、本吸収合併後の吸収合併存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況につ

いて、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。 

したがって、本合併後における吸収合併存続会社の債務について履行の見込みがあるものと判

断いたします。 

 

６．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の内容をただちに開示いたします。 

 

 

 

 

以上 
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（別紙１） 

合併契約書 
 

株式会社イーエムシステムズ（以下、「甲」という。）及びコスモシステムズ株式会社（以下、「乙」

という。）は、次のとおり合併を目的として契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下、「本合併」という。）

する。 

 

第２条（合併をする会社の商号及び住所） 

 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は次のとおりである。 

 

（１） 吸収合併存続会社 

 商号：株式会社イーエムシステムズ 

  住所：大阪市淀川区宮原一丁目 6番 1号 

 

（２）吸収合併消滅会社 

  商号：コスモシステムズ株式会社 

  住所：広島市西区草津新町一丁目 21番 35号 

 

第３条（合併の効力発生日） 

 本合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、2021 年 4 月 1 日とする。但し、本合併

に係る手続きの進行に応じ必要があるときは、甲乙間で協議し、合意の上、これを変更することが出

来る。 

 

第４条（合併に際して交付する株式の数及び割当てに関する事項） 

甲は、乙の発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際して、乙の株主に対する株式の発行、

割当て、金銭等の対価の交付を行わない。 

 

第５条（資本金及び準備金） 

本合併によって、甲の資本金、資本準備金及び利益準備金は増加しない。 

 

第６条（合併承認総会） 

１．甲は、会社法第 796条第 2項の規定に基づき、本合併及び本契約に必要な事項に関する株主総会

の承認決議は経ないものとする。 

２．乙は同法第 784条第 1項の規定に基づき、本合併及び本契約に必要な事項に関する株主総会の承

認決議は経ないものとする。 

 

第７条（会社財産の引き継ぎ） 

乙は、効力発生日における一切の資産、負債その他の権利義務を効力発生日において甲に引き継ぎ、

甲はこれを承継する。 

 

第８条（会社財産の管理） 

甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの期間、善良な管理者の注意をもって通常通りそれ

ぞれの会社の業務を執行し、会社の財産を管理するものとし、その資産、負債又は権利義務に重大な

影響を及ぼしうる行為を行う場合には、事前に甲乙間で協議し、合意の上、これを実行する。 
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第９条（従業員の引き継ぎ） 

甲は、効力発生日において、乙の従業員全員を甲の従業員として引き続き雇用するものとし、従業

員に関する処遇については、甲乙間で協議の上、これを決定する。 

 

第 10条（合併条件の変更及び契約の解除） 

甲及び乙は、（１）本契約締結日から効力発生日までの期間に、合併のために必要な許認可もしく

は合併に伴って必要となる第三者の同意が得られなかったとき、または（２）本契約締結日から効力

発生日までの期間に、不可抗力その他の事由により甲及び乙の財産もしくは経営状態に重大な変動が

生じたときは、甲乙間で協議し、合意の上、本契約を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

第 11条（協議事項） 

本契約に定めるもののほか、本合併に関し必要な事項については、甲乙間で協議し、合意の上、こ

れを定める。 

 

 

 

甲及び乙は、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、それぞれが電子署名を行い、

各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約においては、本電磁的記録を原本とし、これを印刷し

た文書はその写しとする。 

 

 

  2021年 2月 10日 

 

 

甲： 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目 6番 1号 

  株式会社イーエムシステムズ 

  代表取締役 國光 宏昌 

 

 

 

乙： 広島市西区草津新町一丁目 21番 35号 

  コスモシステムズ株式会社 

  代表取締役 大石 憲司 
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